
会 費 規 定 

 

平成２４年４月１日 
一般社団法人 文教施設協会 

 

  一般社団法人文教施設協会定款第７条に基づき、会費の種類及び資格に応

じ会費（月額）・入会金を次のとおり定める。 
 
第１条 会費（月額）及び入会金は次のとおりとする。 
 

会費種別 会費（月額） 入会金 
正会員Ａ ４０，０００円 １００，０００円 
正会員Ｂ ２０，０００円 ５０，０００円 
専門会員 １０，０００円 ３０，０００円 
個人会員 １，０００円 １，０００円 

 
１．正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した法人または団体 
２．専門会員 この法人の事業を賛同して入会した建築設計事務所 
３．個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 

 
第２条  会費は原則として年度初に１年分を前払いするものとする。 

ただし、会員の申し出により６ヶ月毎の年２回払いを認める。 
なお、入会時については、入会受付日の翌月から当該年度末まで 

     の月計算で算出した額の前払いとする。 
 
第３条 入会金は会費の支払時に一括して納入する。 

 
第４条 本規定は、平成２４年４月１日から適用する。 

 
以上 


